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平成 23 年度第２四半期報告書提出期限延長承認について 
 

当社は、平成 23 年度第２四半期（平成 23 年６月 30 日終了）報告書提出期限につき、平成 23 年８

月 11 日付で、関東財務局長より四半期報告書の提出期限延長の承認をいただきましたことをご報告い

たします。 

 

記 

 

１．平成23年度第２四半期報告書提出について 

 

・本来の提出期限 平成23年度第２四半期（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）

終了後45日以内（平成23年８月15日） 

 

・承認された提出期限 平成23年度第２四半期（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）

終了後70日以内（平成23年９月８日） 

 

２．延長を必要とする理由 

 

 当社は、本国（米国）において、米国 1934 年証券取引所法に基づき、各事業年度の第１、第２及

び第３四半期末日から 40 日以内に、Form10-Q の様式による四半期報告書を米国証券取引委員会に提

出するよう求められています。日本における四半期報告書に含まれる財務諸表及びその他の多くの

部分は、Form 10-Q に含まれる英語で作成された財務諸表及びその他の情報に基づき、日本語で作成

しますが、当該和訳の作成には相当の期間を要します。 

 上記の理由を考慮し、当社は、平成 23 年度第２四半期報告書の関東財務局への提出につき、本国

における第２四半期報告書の提出から 30 日間を必要とするため、提出期限を当該第２四半期終了か

ら 70 日以内として承認を申請し、この度関東財務局長の承認を受けました。 

 

以上 


